
高 知 県 建 設 業 協 会 女 性 部 規 約 

 

 

（ 目 的 ） 

第 １ 条 この会は、一般社団法人高知県建設業協会（以下「協会」という）会員

企業に所属する相互の親睦と友好を促進し、その交流を通じて会員企業

の社会的信用と地位の向上に寄与することを目的とする。 

 

（ 名 称 ） 

第 ２ 条 この会は、高知県建設業協会女性部という。 

 

（ 組 織 ） 

第 ３ 条 この会は、一般社団法人高知県建設業協会内に置く。 

 

（ 事 業 ） 

第 ４ 条 この会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

① 女性組織の拡充、強化に関すること。 

② 建設業女性としての知識及び教養等の向上のための研修に関する

こと。 

③ 建設業経営に関する法令、制度についての知識の取得に関すること。 

④ 従業員の福利厚生の充実及び労働安全衛生の強化に関すること。 

⑤ その他この会の目的を達するために必要なこと。 

 

（ 会 員 ） 

第 ５ 条 この会は次のうち、本会の目的に賛同するものを以て組織する。 

① 会員企業の女性役員 

② 会員企業の男性役員の配偶者 

③ 会員企業の女性従業員 

④ 会員企業の男性従業員の配偶者 

 

（ 会 費 ） 

第 ６ 条 会員は毎年の納期までに所定の会費を納入しなければならない。 

２．会費の金額及びその払込方法は、役員会の議決を経て別に定める。 

 

 



（ 役 員 ） 

第 ７ 条 この会は次の役員を置く。 

       会  長   １ 名 

       副 会 長   若干名 

       委  員    〃 

       監  事   ２ 名 

     ２．役員の任期は２年とする。但し再任を妨げない。 

 

（ 役員の選任 ） 

第 ８ 条 役員は、会員企業の推薦により選任する。 

２．会長及び副会長は委員の互選とする。 

 

（ 役員の職務 ） 

第 ９ 条 会長は、会を代表しその業務を総括する。 

２．副会長は、会長を補佐して、会長に事故があるとき又は欠けたとき

は、あらかじめ定められたところによりその職務を代行する。 

３．委員は委員会を組織しその決議を以って会務を執行する。 

４．監事は、事業及び会計を監査し、その監査の結果を会員総会に報告

する。 

 

（ 会 議 ） 

第１０条 この会に、次項以下に定める会議を置き、それぞれ当該各項に掲げる事

項を審議決定する。 

     ２．総会は、この会の最高議決機関とし、次の事項を議決する。 

       ① 事業計画の決定に関すること。 

       ② 事業報告の承認に関すること。 

       ③ 規約の制定又は改廃に関すること。 

④ 委員の選任に関すること。  

⑤ その他会長が総会に付議すべきものと認めること。 

     ３．委員会は会長、副会長及び委員を以て組織し、次の事項を処理する。 

       ① 事業計画に定める事項の執行に関すること。 

       ② 総会により特にその執行を委任されたこと。 

       ③ 女性部に係る協会予算の資料作成に関すること。 

④ その他会長が必要と認める事項。 

 

 



（ 会議の開催 ） 

第１１条 総会は通常総会又は臨時総会とし、通常総会は毎年１回、臨時総会は委

員会が必要と認めるとき又は会員の５分の１以上の連署を以て招集の請

求があったときに開催する。 

     ２．委員会は３ケ月に１回開催することを原則とする。 

     ３．委員会は会長が必要と認めるときに開催する。 

     ４．総会及び委員会は会長が招集する。 

     ５．総会の議長は会長を以て充てる。 

 

（ 顧問・相談役 ） 

第１２条 本会に顧問・相談役を置くことができる。 

     ２．顧問・相談役は役員会（委員会）の承認を得て会長が委嘱する。 

 

（ 事業年度 ） 

第１３条 この会の事業年度は毎年６月１日に始まり翌年５月３１日に終わる。 

 

（ 経費の支弁及び事務局 ） 

第１４条 この会の経費は、会員の会費及び協会補助等から支弁する。 

     ２．この会の事務は、事務局において処理する。 

 

（ 報 告 ） 

第１５条 会長は次の各号に掲げる事項については、その都度協会長に報告しなけ

ればならない。 

① 第７条の役員の選任があったとき。 

② 第１０条第２項の規定により総会の決議があったとき。 

③ その他会長が必要と認めたとき。 

     ２．前項の規定にかかわらず協会長は、会長に対してその所管事項につ

き必要な報告を求めることができる。 

 

（ 雑 則 ） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行について必要な事項は委

員会の議を経て細則で定める。 

 

 

 

 



付   則 

この規約は、昭和５４年１２月１８日から施行する。 

 

 

付   則 

この規約は、平成１５年６月２３日から施行する。 

 

 

付   則 

この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 
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